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令和５年１月 31日 

各 位 

会 社 名 株式会社オークファン 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 武永 修一  

（ コ ー ド 番 号 3 6 7 4  東証グロース ） 

問合せ先 取 締 役 海老根 智仁 

（TEL 03-6809-0951） 

 

 

内部統制報告書の訂正報告書の提出に関するお知らせ 

 

当社は、本日公表した「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関す

るお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、過年度の有価証券報告書等の訂正報告書を関東財務局に提出し、

過年度の決算短信等についても訂正いたしました。 

またこれと併せ、金融商品取引法第 24 条の４の５第１項に基づき、過年度に提出しました公衆縦覧期間に係る

内部統制報告書の訂正報告書を関東財務局に提出しておりますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１. 訂正の対象となる内部統制報告書 

第 13期（自 2018年 10月１日 至 2019年９月 30日） 

第 14期（自 2019年 10月１日 至 2020年９月 30日） 

第 15期（自 2020年 10月１日 至 2021年９月 30日） 

 

２. 訂正の内容 

上記の内部統制報告書の記載事項のうち、３【評価結果に関する事項】を以下のとおり訂正いたします。 

訂正個所は______を付して表示しております。 

 

３．【評価結果に関する事項】 

(訂正前) 

上記の評価の結果、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。 

 

(訂正後) 

下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべ

き重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部

統制は有効でないと判断しました。 
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記 

     

当社は、当社の連結完全子会社である株式会社SynaBiz（以下、「当該連結子会社」といいます。）において

2022年９月期を含む複数事業年度に渡って不適切な取引及び不適切な会計処理が行われていた疑念があること

に関して、当社とは利害関係を有しない外部の弁護士・公認会計士で構成される特別調査委員会による調査を

実施しました。 

その結果、2023年１月13日に特別調査委員会から調査報告書が当社代表取締役社長武永修一に提出され、

2019年９月期から2022年９月期にかけて、当該連結子会社における架空取引による収益の過大計上及び費用の

繰延べ、並びに、当社における収益の過大計上及び収益の先行計上、費用の繰延べ等が行われていたことに加

えて、当該連結子会社における一部の事業において取扱商品のずさんな在庫管理が行われていたことが確認さ

れました。 

本事象は、調査報告書内において、右肩上がりに設定された売上目標 (予算) 達成のプレッシャー、事業部

門における希薄な問題意識にも由来するリカバリ策の危うさ、内部統制に係る組織・体制の脆弱性、人材面の

脆弱性、が原因であると報告されました。当社において、それらの発生防止・早期発見からの是正を行うこと

ができなかったのは全社的な内部統制の不備によるものであると認識しました。 

以上のことから、全社的な内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示

すべき重要な不備に該当すると判断しました。 

なお、上記の開示すべき重要な不備は、当該事実の判明が当該事業年度の末日以降であったため、当該事業

年度の末日までに是正することができませんでした。 

上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、全て財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 

当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、本事実に関する問題点につ

いて特別調査委員会からの提言も踏まえて、以下の再発防止策などを実行してまいります。 

 

(1) 適正な予算策定及び進捗管理 

(2) 内部統制の強化 

(3) 人事評価基準の見直し 

(4) 内部通報制度の実効性確保 

(5) コンプライアンス意識を徹底・向上させるための継続的な取組み 

 

以 上 


